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(出典：経済産業省

１．改正の概要 

(1)中小企業(資本金1億円以下の法人等) 

全雇用者の給与を前年度に比べ 1.5％

以上増額すると、増加額の 15％を法人税

額から控除することができる制度があり

ます。その適用期限が 3 年間延長され、

令和 9年 3月 31日まで延長される予定で

す。前年比 2.5％以上増額の場合は控除率

30％となり、教育訓練費(従業員の職務に

必要な技術・知識を取得させ、又は向上さ

せれるための費用)の前年比が 5％以上

(改正前 10％)増加している場合には控除

率の 10％上乗せは改正前と同様ですが、

要件については全雇用者給与等支給額の

0.05％以上であることが付け加えられま

す。さらに女性活躍(えるぼし認定制度)・

子育て支援企業(くるみん認定制度)には

5％上乗せされ、中小企業の最大控除率は

45％(改正前 40％)と引き上げられます。また、中小企業に限り、利益が僅少又は赤字等にもかかわらず、厳しい業況

の中でも賃上げを行っている企業が税制の適用がされるように、雇用者給与等支給額が比較雇用給与等支給額を超え

る場合には税額控除額を 5年間繰越すことができるようになります。 

(2)中堅企業 

地域の良質な雇用を支える中堅企業にもより賃上げしやすい環境を整備するため、資本金が 1 億円超であっても青

色申告書を提出し、常時使用する従業員の数が 2,000 人以下であれば中堅企業とし要件が緩和されます。前年比 3％

以上の場合は大企業と同様控除率は 10％(改正前 15％)に引き下げられますが、4％以上の場合は改正前と同様の控除

率 25％となります。教育訓練費や両立支援・女性活躍を上乗せすると、中堅企業の最大控除率は 35％(改正前 30％)

と引き上げられます。 

(3)大企業 

大企業ではより高い賃上げを強化するため 3％の賃上げの要件は維持しつつ、段階的に 7％までの賃上げ率の要件

を設定することになります。前年比 3％以上の場合は控除率 10％(改正前 15％)、4％以上の場合は控除率 15％(改正前

25％)、5％以上の場合は控除率 20％、7％以上の場合は控除率 25％(改正前の最高税額控除率と同様)となります。教

育訓練費や両立支援・女性活躍を上乗せすると大企業の最大控除率は 35％(改正前 30％)と引き上げられます。 

２．えるぼし認定基準(えるぼし＝Lady星) 

女性活躍のためにえるぼし認定制度があり、一般事業主行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍推

進に関する取組の実施状況が優良である等の一定の要件を満たした場合に認定されます。えるぼし認定は項目の達成

度合いによって 3段階で評価され、令和 2年 6月からは新たにプラチナえるぼしが設定されました。大企業はプラチ

ナえるぼし認定を受けている場合、中堅企業はえるぼし認定(３段階目)以上を受けている場合、中小企業はえるぼし

認定(2段階目)以上を受けている場合は税額控除率に 5％上乗せされます。 

３.くるみん認定基準(くるみん＝おくるみから子どもをくるむ支援をイメージ) 

 子育て支援のためにくるみん認定制度があり、一般事業主行動計画の策定・届け出を行った企業のうち、男女関係

なく、子育てをしやすい環境に関する企業取組の実施状況が優良である等の一定の要件を満たした場合に認定されま

す。大企業、中堅企業はプラチナくるみん認定を受けている場合、中小企業はくるみん認定以上を受けている場合は

税額控除率に 5％上乗せされます。 

ご不明な点・ご質問等がございましたら弊社までお気軽にいつでもご連絡ください。 
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